
第６回聖籠町教育委員会定例会 議事録 

 

 

日時：令和７年６月 25日（水） ９：30～ 

場所：聖籠町役場３階 第２会議室 

委員出席者 

  近藤朗教育長、佐藤政志委員、佐久間千都委員、高橋真弓委員、髙橋恵委員 

事務局出席者 

  小林裕之教育未来課長、宮澤徳昭社会教育課長、宮澤孝也図書館長、 

小林和浩子ども教育課長、大野義史子ども教育課長補佐（書記） 

 

○近藤教育長 

これから令和７年第６回聖籠町教育委員会定例会を開催いたします。 

では、会議録署名委員の選出をお願いします。 

 

○事務局 

本日の議事録署名委員は佐久間委員にお願いいたします。 

 

○佐久間委員 

お願いします。 

 

○近藤教育長 

よろしくお願いいたします。それでは行政報告をいたします。 

・こども計画策定に係るプロポーザル審査について 

・第５次聖籠町総合計画（後期）について 

  ・屋内遊び場設計業務に係るプロポーザルについて 

・６月議会について 

以上ですが、皆さんの方から何かご質問等ありますでしょうか。 

 

○佐久間委員 

  ６月６日に「屋内遊び場検討会」とありますが、これはどういったものを作るの

でしょうか。 

 

○近藤教育長 

天候が悪い日や暑くて外で遊べないときに屋内で遊べる施設となります。新潟市

や新発田市、最近では阿賀町が整備しています。町では蓮野多目的屋内運動場を改

修する計画で、今後プロポーザル方式により設計業者から提案をいただいて、整備



を進めていく流れとなります。 

 

〇佐久間委員 

  わかりました。 

 

〇近藤教育長 

  はい。その他いかがでしょうか。よろしいですか。では、定例報告に入ります。

子ども教育課長が遅れてくるということですので、教育未来課長お願いします。 

 

○小林教育未来課長（概要説明） 

 

○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、いかがでしょうか。 

 

○佐久間委員 

お願いします。学校の訪問状況について亀代小学校への訪問回数が 5月にかなり

減っているのですが、何か理由があるのでしょうか。 

 

○小林教育未来課長 

  ４月に一人の職員が学校の様子を見るために５回訪問していましたが、５月につ

いては他の場所も訪問に行かなくてはいけなかったということで、亀代小学校に行

けなかったとのことです。その部分で数的には少なくなっております。 

 

〇佐久間委員 

  分かりました。 

 

〇近藤教育長 

  はい。その他いかがでしょうか。よろしいですか。では、子ども教育課長が来ま

したので、子ども教育課長お願いします。 

 

〇小林子ども教育課長（概要説明） 

 

○近藤教育長 

今ほどの説明について、いかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 

よろしいでしょうか。学校給食関係ですが、お米がこの１年間で価格が倍増して



いる状況ですが、給食のお米はどうやって子どもたちの分を確保されているのか教

えてください。特定の業者から一括購入しているのか、それとも民間の方に直接買

いに行っているのか、また、価格は倍増しているが、それは給食費に反映されなく

てもいいのかどうかというあたりのことですが、いかがでしょうか。 

 

○小林子ども教育課長 

お米については、公益財団法人新潟県学校給食会から購入しています。町の場合、

聖籠町産のコシヒカリを購入していますが、そうすると単価は高くなります。高く

なった分については、負担金としてお支払いをしている状況です。 

 

○佐藤委員 

負担金というのは町の予算から支出しているということですか。 

 

○小林子ども教育課長 

  はい。 

 

〇佐藤委員 

去年から今年にかけて 2,000円が 4,000円ぐらいになっていますけど、その倍増

した分は町から予算を出しているということですね。 

  それはお米に限らず、諸物価が上がった場合、足りない分は町の予算から補填を

して購入しているということですね。 

 

〇小林子ども教育課長 

他の給食材料もおっしゃる通り価格が上がっています。ですので、センターとし

ては、本当は産地にこだわりたいということですが、産地にこだわるとより高くな

ってしまいますので、今までは産地にこだわっていたものを少し産地にこだわらな

いようにして、全体の予算を抑えるような工夫をしています。 

 

〇佐藤委員 

そうすると、本当に物価上昇が頭打ちにはならない状況で、給食費というのは 1

回定めれば簡単に動かせないものですから、これからも物価が上がっていくと、町

から持ち出してそれを補っていくという方向で今後も続けるわけですね。 

 

〇小林子ども教育課長 

そうですね。結果としてそのようになってくると思います。また、令和７年度に

給食費の見直しを行いましたけれども、今後もさらに物価が上がれば、２年後なの

か３年後なのか分かりませんが、また改めて給食費の見直しを行わなければならな



い時期が来るのかもしれません。あと国の動きを今注視しておりまして、国は令和

８年度から全国一律で給食費の無償化を行いたいという動きもあります。まだ正式

な文書が届いていないので、どういった制度設計なのかということも判明しており

ませんが、令和 8年度から始めるということであれば、国から何らかの通知等が

近々来るはずですので、それを確認して対応を協議しないといけないのかなと考え

ております。 

 

○佐藤委員 

わかりました。ありがとうございました。 

 

○近藤教育長 

はい。その他いかがでしょうか。 

 

〇髙橋（恵）委員 

  屋内遊び場の整備について、とても良いなと思っていますが、阿賀町の「あがり

ーな」や色々な所で今屋内の遊び場施設が出来ていますが、そういう所は大きな駐

車場があって、誰でも通えるみたいな場所が多いと思いますが、今、町が考えてい

るのは蓮野多目的屋内運動場の既存の駐車場のスペースのみなのでしょうか。 

 

〇小林子ども教育課長 

当初の計画ですと、旧蓮野こども園の向かいにある空き地、旧蓮野こども園の駐

車場が使用できるかなという考えはありました。ただ、２か所とも若干距離があり

ます。一応、この２か所も駐車場としてアナウンスをする可能性もありますが、今

のところは既存の駐車スペースで、というふうに考えております。 

 

〇髙橋（恵）委員 

  令和９年度にオープンするのは決定事項ですか。 

 

〇小林子ども教育課長 

  はい。 

 

○髙橋（恵）委員 

ありがとうございました。 

 

○近藤教育長 

その他いかがでしょうか。よろしいですか。 

 



〇髙橋（真）委員 

教育未来課の方でよろしいでしょうか。７月２３日に「端末のミニ操作研修」と

いうのがありますが、対象は誰になりますか。 

 

〇小林教育未来課長 

  職員向けの研修となります。 

 

〇髙橋（真）委員 

  わかりました。 

 

○近藤教育長 

その他いかがでしょうか。よろしいですか。では、続いて社会教育課長お願いし

ます。 

 

○宮澤社会教育課長（概要説明） 

 

○近藤教育長 

今ほど説明がありましたが、このことについていかがでしょうか。 

 

○佐藤委員 

  諮問書について、「聖籠町第３次生涯スポーツ推進計画」というのと「第３次聖

籠町生涯スポーツ推進計画」となっていて一致していません。 

 

○社会教育課長 

修正させていただきます。 

 

○近藤教育長 

その他いかがでしょうか。 

 

〇髙橋（真）委員 

  スポーツ施設の使用料の料金改定とありますが、小中学生が無料で使用できる場

所というのはありますか。 

 

〇宮澤社会教育課長 

  多目的屋内運動場では「子ども開放」という時間を設けております。その時間は、

無料で子どもたちが遊ぶことができます。今回の料金改定の対象は一般の方を対象

としたお知らせと考えていただきたいと思います。 



○近藤教育長 

その他にいかがでしょうか。では次へ行きます。図書館長、お願いします。 

 

○宮澤図書館長（概要説明） 

 

○近藤教育長 

ありがとうございました。今の説明についていかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。では、以上で定例報告を終わります。６番その他ですが、何かございますか。 

 

〇髙橋（真）委員 

  小学校の体育館のエアコン設置に関してはどのような状況でしょうか。 

 

〇小林子ども教育課長 

  ３小学校に入る予定となっております。エアコン自体は準備出来ているというこ

となので、これから学校と日程調整をしまして６月末あるいは７月上旬ぐらいには

設置できるのではないかと考えております。 

 

〇髙橋（真）委員 

  分かりました。あと、子ども達の水筒の中身についてですが、中学校では熱中症

対策としてスポーツドリンクも「可」となっていたと思いますが、小学校はいかが

でしょうか。 

 

〇近藤教育長 

  水筒の中身については、制限は解除してあると思いますが、教育未来課で確認し

ておいてください。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

○小林子ども教育課長 

次回の教育委員会を７月 25日金曜日 9時半からでお願いします。 

 

○近藤教育長 

いかがでしょうか。大丈夫そうですか。では、７月 25日水曜日 9時半というこ

とでお願いいたします。以上をもちまして令和７年第６回聖籠町教育委員会定例会

を終了いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 



上記のとおり、令和７年第６回定例会の会議録に相違ないことを証明する。 

 

 

 

令和７年６月２５日 

 

教育長              

 

委 員              

 


